
（
参
考
）
納
税
協
会
年
末
調
整
説
明
会

　

納
税
協
会
で
は
、
税
の
専
門
家
に

よ
る
年
末
調
整
説
明
会
を
開
催
し
て

い
ま
す
！
な
お
、
納
税
協
会
が
開
催

す
る
説
明
会
に
関
す
る
情
報
は
、
納

税
協
会
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
合
先　

泉
佐
野
税
務
署　

（
☎
4
6
2
・
3
4
7
1
）

　　　　大阪府からのお知らせ 
個人事業税（第2期分）～納期限は12月1日㈪です～

　第2期分の納付書は、第1期分の納付書に同封しています。年間の税額が1万
円以下の場合、第2期分の納付書はありません。また、口座振替を利用する場合、
納付書は送付していません。納付書を破損・紛失した場合は問い合わせてくだ
さい。
納付場所・納付方法
●口座振替
●「地方税統一QRコード（eL-QR）」に対応した金融機関
●「地方税統一QRコード（eL-QR）」に対応したスマートフォン決済アプリ
●「地方税お支払サイト」を利用した納付
●府税の収納を取り扱う金融機関
●コンビニエンスストア、ＭＭＫ設置店
「地方税お支払サイト」を利用し、クレジットカード納付、ペイジー
納付（ATM、インターネットバンキング）ができます。詳しくは「地
方税お支払サイト」を確認してください。
※納期限日に指定口座から自動引き落としされる口座振替制度も
利用してください。納税が困難な場合は、納税の猶予制度がある
ので早めに相談してください。
問合先　泉南府税事務所（☎439-3601）

が
免
除
さ
れ
ま
す
。

◆
令
和
6
年
度
入
湯
税
収
入
額　
　

２
0
，
4
0
1
千
円

問
合
先　

税
務
課

府税事務所における
窓口納付の取扱終了

　9月30日をもって、各府税事務所内の
指定金融機関窓口が廃止されました。こ
れに伴い10月1日以降、各府税事務所窓
口で府税の納付は原則できません。現金
での納付は、金融機関窓口またはコンビ
ニエンスストアなどを利用してくださ
い。

家
屋
を
取
り
壊
し
た
と
き
は

忘
れ
ず
に
届
出
を
！

　

家
屋
の
一
部
、
ま
た
は
全
部
を
取

り
壊
し
た
場
合
、
所
有
者
は
滅
失
の

届
出
を
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

今
年
中
に
届
出
が
な
け
れ
ば
、
引

き
続
き
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

税
務
課

入
湯
税
っ
て
何
で
す
か
？

　

本
市
で
は
一
定
の
成
分
を
含
有
し

て
い
る
温
泉
「
鉱
泉
浴
場
」
へ
の
入

湯
に
対
し
入
湯
税
を
課
税
し
て
い
ま

す
（
井
戸
水
や
水
道
水
を
沸
か
し
て

い
る
銭
湯
な
ど
は
対
象
外
）。

　

鉱
泉
浴
場
の
経
営
者
が
徴
収
し
、

市
に
納
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

納
め
ら
れ
た
入
湯
税
は
、
観
光
振

興
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
の
助
成
や
環
境

衛
生
施
設
の
整
備
の
た
め
に
使
わ
れ

ま
す
。

税
額

●
宿
泊
…
１
泊
１
５
０
円

●
日
帰
り
…
１
日
75
円

※
年
齢
が
12
歳
未
満
の
人
は
、
課
税

税

事業名 事業費
（万円）

充当額
（万円）

観光振興事業 16,004
2,040

施設組合負担金事業 128,893

合　計 144,897 2,040

入湯税の使いみち
　令和6年度は、観光振興事業、施設組合
負担金事業に、それぞれ充当しました。

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
重
要
な
お
知
ら
せ

　

税
務
署
で
の
申
告
な
ど
の
相
談
に

は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
期
間
中
（
２
月

16
日
〜
３
月
16
日
）
は
オ
ン
ラ
イ
ン

事
前
予
約
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
来

署
す
る
際
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド
2
種
類

（
利
用
者
証
明
用
の
数
字
4
桁
、
署

名
用
の
英
数
字
6
〜
16
文
字
）」
が

必
要
で
す
の
で
、
必
ず
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

■
年
末
調
整
に
関
す
る
情
報

　

年
末
調
整
に
関
す
る
動
画
や
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
「
年
末
調
整
が
よ
く
わ
か
る

ペ
ー
ジ
」
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。▲年末調整が

よくわかるページ
▲年末調整説明会

▲地方税
お支払サイト

Ⓒ2014 
大阪府もずやん

9月のTOPICS
11月のTOPICS 
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国
民
年
金

　
　

問
合
先　

国
保
年
金
課

〜
年
末
調
整
・
確
定
申
告
ま
で

大
切
に
保
管
を
！
〜

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
発
行

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
お

よ
び
住
民
税
の
申
告
に
お
い
て
全
額

が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。
そ
の
年
の
１
月
１
日
〜
12
月

31
日
に
納
付
し
た
保
険
料
が
対
象
で
、

過
年
度
分
や
追
納
し
た
保
険
料
、
家

族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
て

い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料
も
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
２
年
前
納
を
し
た

場
合
は
、
納
め
た
年
に
全
額
控
除
ま

た
は
各
年
分
の
保
険
料
相
当
額
を
各

年
で
控
除
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
で
き

ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
人

は「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
が
日
本
年
金
機
構
か

ら
次
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
送
付
さ
れ

る
の
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

際
に
は
こ
の
証
明
書
（
ま
た
は
領
収

証
書
）
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
は
、e-Tax

で
利
用
で
き
る
電
子
版
の
交
付
も
行

▲日本年金機構
ホームページ

11
月
30
日
（
い
い
み
ら
い
）
は

年
金
の
日

　

厚
生
労
働
省
で
は「
国
民
一
人
ひ

と
り〔
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
〕
な
ど
を

活
用
し
な
が
ら
、
高
齢
期
の
生
活
設

計
に
思
い
を
巡
ら
す
日
」
と
し
て
、

11
月
30
日（
い
い
み
ら
い
）
を「
年
金

の
日
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
自
身
の
年
金
記
録

や
年
金
見
込
額
を
確
認
し
、
将
来
の

生
活
設
計
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ

ん
か
。「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
は
、

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら

い
つ
で
も
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認

で
き
る
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
機
能
が

利
用
で
き
ま
す
。

●
将
来
の
年
金
見
込
額
の
試
算

●
電
子
版「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
や

受
給
に
関
す
る
各
種
通
知
書
の
閲
覧

●
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
可
能
月

数
・
金
額
の
確
認

●
持
ち
主
不
明
の
年
金
記
録
の
検
索 

な
ど

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
と
連
携

す
る
こ
と
で
、
国
民
年
金
保
険
料
の

口
座
振
替
申
出
な
ど
の
電
子
申
請
や 

e-Tax

で
の
確
定
申
告
で
利
用
可
能

な
控
除
証
明
書
な
ど
の
電
子
デ
ー
タ

っ
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か

ら
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
ロ
グ
イ

ン
し
、
電
子
送
付
希
望
の
登
録
を
す

る
と
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
の
「
お
知

ら
せ
」
で
電
子
版
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
登
録
を
す
る
と
郵
送

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
）。

　

電
子
版
の
利
用
方
法
な
ど
は
、
日

本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

対　象 控除証明書
送付時期

① 令和7年1月1日～9月30日に
国民年金保険料を納付した人

令和7年10月下旬～
11月上旬にかけて
順次郵送

②
令和7年10月1日～12月31
日に国民年金保険料を納付し
た人（①の対象者除く）

令和8年2月上旬郵送

▲控除証明書相談
チャット

の
取
得
が
で
き
ま
す
。

※「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い

人
も
利
用
で
き
ま
す
。

問
合
先　

日
本
年
金
機
構

（
☎
0
5
7
0・0
5
8・5
5
5
）

※
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
先　

●
控
除
証
明
書
相
談
チ
ャ
ッ
ト(

24
時

間
対
応)

※「
相
談
チ
ャ
ッ
ト
総
合
窓
口
」↓「
控

除
証
明
書
」
を
選
択

●
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル　

☎

０
５
７
０・
０
０
３・
０
０
４
（
ナ
ビ

ダ
イ
ヤ
ル
）

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
か
ら
は

☎
03
・
６
６
３
０・
２
５
２
５
へ

▲日本年金機構
ホームページ

国民年金

広　告

この広告掲載についてのお問い合わせは、
合同会社 IM総合企画（☎ 072-275-5449）へ 18広報いずみさの　　　　　　 2025.11



後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合 

給
付
課

（
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

柔
道
整
復
、
は
り
、
き
ゅ
う
、

あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

　

健
康
保
険
で
受
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス

は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。正
し
く
理
解
し
、

適
切
な
受
診
を
す
る
こ
と
は
医
療
費
の

適
正
化
に
つ
な
が
り
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
柔
道
整
復
師
の
施
術
を
受
け
る
と
き

【
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
】

骨
折
・
脱
臼
・
打
撲
お
よ
び
捻
挫
な
ど

（
肉
ば
な
れ
含
む
）

※
骨
折
・
脱
臼
に
つ
い
て
は
応
急
手
当

を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
】

●
単
な
る
肩
こ
り
、
筋
肉
疲
労
な
ど
に

対
す
る
施
術
は
保
険
の
対
象
に
な
ら
ず

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

■
医
師
が
必
要
と
認
め
た
、は
り
、き
ゅ

う
、
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
施
術
を

受
け
る
と
き

【
健
康
保
険
が
使
え
る
場
合
】

●
は
り
、
き
ゅ
う
…
神
経
痛
・
リ
ウ

マ
チ
・
頸
腕
（
け
い
わ
ん
）
症
候
群
・

五
十
肩
・
腰
痛
症
・
頸
椎
（
け
い
つ
い
）

捻
挫
後
遺
症
・
そ
の
他
慢
性
的
な
疼
痛

（
と
う
つ
う
）
を
主
症
と
す
る
疾
患

●
あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
…
筋
麻
痺
・

関
節
拘
縮
な
ど
で
、
医
療
上
マ
ッ
サ
ー

ジ
を
必
要
と
す
る
症
例

【
施
術
を
受
け
る
と
き
の
注
意
】

●
保
険
の
適
用
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
医

師
の
発
行
し
た
同
意
書
ま
た
は
診
断
書

が
必
要
で
す
。

●
単
に
疲
労
回
復
や
慰
安
を
目
的
と
し

た
も
の
や
、
疾
病
予
防
の
た
め
の
マ
ッ

サ
ー
ジ
な
ど
は
、
保
険
の
対
象
と
な
ら

ず
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

●
保
険
医
療
機
関
（
病
院
、
診
療
所
な

ど
）
で
同
じ
対
象
疾
患
の
治
療
を
受
け

て
い
る
間
は
、
は
り
、
き
ゅ
う
施
術
を

受
け
て
も
保
険
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。

い
ず
れ
も

●
施
術
師
が
患
者
に
代
わ
っ
て
保
険

請
求
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
自
己
負
担
を
支
払
う
こ

と
で
施
術
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
施
術
を
受
け
た
と
き
に
は
「
療

養
費
支
給
申
請
書
」
の
施
術
内
容
な

ど
を
確
認
し
、
署
名
ま
た
は
押
印
し

て
く
だ
さ
い
。

●
施
術
を
受
け
た
と
き
は
、
医
療
費

控
除
の
対
象
に
な
る
の
で
必
ず
領
収

書
を
受
け
取
り
ま
し
ょ
う
。

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査および在宅介護実態調査
問合先　介護保険課

　市では、第10期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画（令和9年度～令和11年度）の策定にむけ介護予防・
日常生活圏域ニーズ調査および在宅介護実態調査を実施します。ご協力お願いします。

いずれも
調査方法　郵送で調査票を送付します。回答は同封の返信用封筒で送付してください。
発送時期　12月1日㈪
回答期限　12月22日㈪

目的 対象者

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査

要介護状態になる前の高齢者のリスクや社会参加状況
を把握するとともに、地域の課題を見い出し、計画策
定の基礎資料とします。

65歳以上で
①要介護認定を受けていない人
②要支援1・2の人
①②から無作為に抽出した2,700人

在宅介護実態調査

在宅での介護の状況や介護を担っている家族の働き
方、離職の有無などについて伺い、計画策定の基礎資
料とします。

65歳以上で要支援・要介護認定を受け
て在宅で生活し、更新申請または区分変
更申請をした人から無作為に抽出した
1,000人

9月のTOPICS後期高齢 介護保険 

広　告

この広告掲載についてのお問い合わせは、株式会社 ウィット（☎072-668-3275）へ この広告掲載についてのお問い合わせは、合同会社 IM総合企画（☎072-275-5449）へ
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